
地域福祉企画部 生活支援相談室

●花巻市分室 0198-22-6708

●盛岡市 019-651-1001

●盛岡市玉山支所 019-683-2743
●宮古市 0193-77-3061

●宮古市川井センター 0193-76-2310

●北上市 0197-64-2081

●久慈市 0194-53-3380

［令和5年7月現在］

●葛巻町 0195-68-7161

岩手県盛岡市三本柳8地割1番3 ふれあいランド岩手内

●原則として、「ゆうちょ銀行」又は「岩手県内に本店のある金融機
関」の預貯金口座からの自動引き落としとなります。

●償還期間は、卒業後、据置期間が終了してから20年以内（貸付金
額等により、償還期間を設定）。期限内に償還完了とならない場
合は、残りの元金に対し年３％の延滞利子が発生します。

市町村社会福祉協議会を通じて岩手県社会福祉協議会が借入申
込書を受け付けた後、通常２～３週間程度で審査結果をお知らせ
します（確認が必要な場合等、更に日数を要します。）。貸付決定後
は借用書等の提出から１～２週間で指定金融機関の口座への振
込が可能です。
なお、教育支援費の振込は、原則上半期分、下半期分（各６か月分）
に分けて年２回行います。
※審査の結果により、貸付できない場合もあります。

受付から貸付決定、資金交付まで

返済（償還）方法

※本資金による就学者であった方が、上級校への進学により直ちに返済するこ
とが困難な場合には、償還を猶予する制度があります。償還の猶予について
は、借入申込みを行った社会福祉協議会へご相談ください。

高校３年間　元金1,760,000円

（支度費500,000円 ＋ 教育支援費35,000円 × 36か月）

10年（120回）償還の場合

月額14,660円（最終回15,460円）

大学４年間　元金3,620,000円

（支度費500,000円 ＋ 教育支援費65,000円 × 48か月）

15年（180回）償還の場合

月額20,110円（最終回20,310円）



お住まいの市町村の社会福祉協議会へご相談ください。

相談窓口

就学者が借受人となり、世帯の生計中心者又は就学者の親権者
が連帯借受人となります。

連帯借受人

借受人世帯と生計を別とし、「住民税が課税されている程度の
収入がある」こと等が条件となります。

連帯保証人

申込時から貸付、返済終了まで民生委員及び社会福祉協議会の
関係者が世帯の相談支援を行います。なお、申請時にはお住ま
いの地区の民生委員の調査書が必要となります。

民生委員等による相談支援

●借入申込者世帯全員分、連帯保証人の住民票（本籍地が記載さ
れたもの）

●借入申込者世帯全員分の所得がわかる書類（源泉徴収票、所得
証明書等）

●連帯保証人の住民税課税証明書等

●新入学の場合は合格通知書の写し、在学者の場合は在学証明書

●経費の内訳がわかる書類
※上記以外にも、必要に応じて追加の書類を求める場合があります。

申込みに必要な書類

※教育支援費について、上記の貸付限度額で学費が不足する場合で、特に必要
と認める場合に限り（就学に際しての熱意や将来への計画性を持っているこ
と等）貸付限度額の1.5倍の額まで貸付可能となる場合があります。

　生活福祉資金の教育支援資金とは、国と県が資金を
出し合い、民生委員や社会福祉協議会の相談支援のも
とに所得の少ない世帯（生活保護世帯を含む。）に対し
て、学校教育法に基づく高等学校、大学（短期大学、専門
学校（専修学校専門課程）、専門職短期大学及び専門職
大学を含む。）又は高等専門学校の就学費用を無利子で
貸付するものです。

低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高
等専門学校への入学に際し必要な経費。
※入学時に限る。

低所得世帯に属する者が学校教育法に規定する
高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援
学校の高等部及び専修学校の高等課程を含
む。）、大学（短期大学、専門学校（専修学校専門課
程）、専門職短期大学及び専門職大学を含む。）
又は高等専門学校に就学するのに必要な経費。

償還期間

卒業後
６か月
以内

本制度よりも優先される公的制度があります。詳しくは下記問合せ
先へご確認ください。

大学・専門学校等に進学する方で、一定の要件を満たす住民税非
課税世帯・準ずる世帯の学生に対して、①授業料・入学金の免除又
は減額に加えて、②返済不要の給付型奨学金を支給する制度です。

●高等学校等就学支援金制度
　問合せ先：在学中の学校

●高校生等奨学給付金
　問合せ先：在学中の学校又は
　（公立高校の場合）岩手県教育委員会
　（私立高校の場合）岩手県ふるさと振興部

●授業料軽減
　問合せ先：在学中の学校又は
　（公立高校の場合）岩手県教育委員会
　（私立高校の場合）岩手県ふるさと振興部　

●公益財団法人岩手育英奨学会
　問合せ先：在学中の学校

●日本政策金融公庫・教育一般貸付（国の教育ローン）
　問合せ先：日本政策金融公庫（盛岡支店、一関支店）

●独立行政法人日本学生支援機構（給付型（※１）及び第一種）
　問合せ先：在学中の学校

●授業料減免制度  ※２
　問合せ先：在学中の学校

●日本政策金融公庫・教育一般貸付（国の教育ローン）
　問合せ先：日本政策金融公庫（盛岡支店、一関支店）
※１、２は国の高等教育の修学支援新制度です。

低所得世帯向け

●母子父子寡婦福祉資金
　問合せ先：市町村の福祉担当窓口

ひとり親世帯向け

■高等学校の場合

低所得世帯向け

●母子父子寡婦福祉資金
　問合せ先：市町村の福祉担当窓口

■その他、各自治体等で独自の奨学金を募集している場合があります。

ひとり親世帯向け

■大学・短期大学の場合

国の高等教育の修学支援新制度とは優先制度

●一定の所得額以下であって、必要な資金の融通を他から受ける
ことが困難である低所得世帯。

●低所得世帯とは、世帯の収入がおおむね市町村民税非課税程度
又は生活保護算定基準額の1.7倍程度以下の世帯となります。

●世帯の状況に応じて、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談
支援機関等の支援を利用いただくことがあります。


